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「Apple TV＋ トライアルキャンペーン」規約  

 
「Apple TV＋トライアルキャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます。）とは、「Apple TV＋」を利⽤す
る権利（以下「本利⽤権」といいます。）をご購⼊いただき、適⽤条件を満たした場合、⼀定期間、その対
価を無料にするキャンペーンです。 なお、別段の定めがない限り、「Apple TV＋ トライアルキャンペーン」規約
（以下「本規約」といいます。）で使⽤する⽤語の意味は、「Apple TV＋キャリアメンバーシップ利⽤規約」
（以下「原規約」といいます。）に定める定義に従うものとします。 
 
■キャンペーン期間 

2024 年 5⽉ 22⽇ 〜 2025 年 11 ⽉ 12 ⽇ 
 
■適⽤条件  

本キャンペーン期間中に、お客さまが以下の全ての条件を満たした場合に、本キャンペーンを適⽤します。  
(1) 当社から本利⽤権の購⼊をすること 
(2) 前号の購⼊以前に、当社から本利⽤権を購⼊したことがないこと 
 
■キャンペーン内容  

加⼊⽇から 3 か⽉間、本料⾦※を無料にします。なお、無料期間終了⽇の前⽇までにお客さまが⾃ら解約
しない限り、⾃動的に本契約は更新され、4 カ⽉⽬以降は本料⾦※が発⽣します。 
※ Apple 社が設定する本サービスの料⾦と同じ⾦額。現時点では、⽉額 900 円です。 

 
■本キャンペーン適⽤時の初回契約期間 
1. 本キャンペーンの適⽤条件を満たした場合、原規約第6 条（契約期間）の規定にかかわらず、本契約

の初回の契約期間（以下「初回契約期間」といいます。）は、加⼊⽇から 3 か⽉後の同⽇（翌⽉同
⽇に暦⽇が存在しない場合、翌⽉末⽇）の前⽇までの期間です。なお、契約期間満了⽇の前⽇まで
にお客さまが⾃ら解約しない限り、原規約第 6 条（契約期間）第 2 項尚書に基づき、本契約は満了
⽇の翌⽇から 1 か⽉間更新され、以後同様です。 

2. 初回契約期間満了の前⽇までに、お客さまが本契約の解約を申し出た場合、初回契約期間の満了
⽇の前⽇をもって本契約は終了します。但し、お客さまによる本契約の解約以外の終了条件に該当す
る場合（原規約第 13 条（終了条件）第 1 項に基づき本契約が終了する場合を含みます。）は、
原規約に定める時期をもって本契約を終了します。 
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■終了条件 
本契約が解約、解除その他何らかの理由により終了する場合、本契約の終了と同時に本キャンペーン
の適⽤を終了します。 
※ 無料の残存期間は、失効します。 

 

■他の併⽤不可サービス 
本キャンペーンは、他のサービス、キャンペーン、プログラム⼜は割引等と併⽤することができない場合があ
ります。 

 
■変更・廃⽌  

本キャンペーンは、何らかの理由により内容を変更し、⼜は廃⽌する場合があります。この場合、変更後
の内容がお客さまの権利関係に重⼤な影響を与えるとき⼜は本キャンペーンを廃⽌するときは、当社ホー
ムページに掲載する⽅法⼜は当社が適切と判断する⽅法により事前に通知します。但し、緊急性がある
場合⼜はやむを得ない場合は事後的に通知します。  

 
■その他 
� 本キャンペーンに関して、本規約に定めがない事項については、原規約の定めを適⽤します。 
 
■規約の変更 
� 当社は、本規約の記載事項を変更することがあります。この場合には、本キャンペーンの内容その他の条

件は、変更後の規約の記載事項によります。  
� 本規約の記載事項を変更する場合、当社ホームページ（https://www.softbank.jp）に掲載する

⽅法、電⼦メールを配信する⽅法⼜は当社が適当と判断する⽅法にて事前に通知します。但し、緊急
性がある場合⼜はやむを得ない場合は、事後的に通知します。 

� 最新の規約は、当社ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。 
 

更新履歴 
2024 年 5 ⽉ 22 ⽇ 作成 
2025 年 10 ⽉ 31 ⽇ 更新 
 


